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第 1回 令和の年金広報コンテスト 募集要綱 
 

 

■コンテストの目的 

令和の時代を迎え、このたび新たに、次代を担う若い世代の皆さまと一緒に、年

金について考えることを目的として、ポスターや動画等を募集する「令和の年金広

報コンテスト」を行うこととしました。このコンテストでは、①ポスター部門、②

動画部門、③自由形式部門、の３つの部門で、年金の広報に関する作品を募集しま

す。 

 

年金広報は、若い世代の心に響く新しい発想を求めています。皆さまのご応募、

お待ちしています。 

 

■賞 

応募いただいた全作品の中から、厚生労働大臣賞（最優秀賞、1点）、年金局長

賞（優秀賞、1 点）を授与します。 

さらに、協賛特別賞（５点程度）、特選（５点程度）、佳作（相当数）を授与する

予定です。 

 

 

■審査および表彰式 

 外部有識者からなる年金広報検討会で最終審査の上、結果を発表します。 

 

なお、令和元年８月下旬～９月上旬頃に、厚生労働省において、本コンテストに

関するオリエンテーションを行います。詳細な日程については、厚生労働省ホーム

ページや Twitter等でお知らせします。 

 

入賞作品については、受賞者にご連絡するとともに、厚生労働省ホームページ等

で発表します。 

 

また、表彰式を開催する予定です。表彰式の模様については写真撮影や学校の広

報に使用可能とします。 
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■ 応募上の注意 

① 応募は個人・団体を問わず、どなたでも応募できます。 

（学校やクラス・ゼミ・友人単位での応募も可能です） 

 

② 作品は未発表のものに限ります。また、応募後も、受賞の有無に関わらず、コ

ンテスト終了（授章式）までは、一般公開しないでください。 

（盗作や著名人の言葉や歌詞やセリフ等の引用などは選考対象外となります） 

 

③ １名または１団体で複数の応募も可能とします。必要事項は作品ごとに明記く

ださい。 

 

④ 作品の返却、審査に関するお問い合わせには応じられません。 

 

⑤ 入賞のご連絡は電話またはメールで行います。ご連絡が取れない場合は、入賞

の権利を無効とさせていただく場合があります。 

 

⑥ テレビ・新聞・ラジオ・ウェブサイト・屋内外ポスターなどのメディアを通じ

て応募作品を紹介する場合があります。 

 

⑦ 入賞作品の発表や応募作品を活用した広報に関する使用権は、厚生労働省に帰

属するものとし、使用料は発生しないものとします。 

 

⑧ 応募の詳細については、「令和の年金広報コンテスト募集規程」をご覧くださ

い。 

 

 

 

 

 

  

応募に関する部門ごとの詳細は、次ページ以降をご覧ください。 

皆様の新しい発想のご応募お待ちしています！ 
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■ ポスター部門 

 

１ 募集の概要 

 年金は、若いときから保険料を納めて、将来、年を取ったりして働けなくなった

ときなどに年金を受け取る仕組みです。 

年金には、国が運営する公的年金（国民年金・厚生年金）と、企業単位で運営す

る企業年金、個人で加入する個人年金があります。 

 年金の意義や、保険料を納めて年金を受け取るための手続きを取ることの大切さ

を、一般の皆様に広く伝わるようなポスターを作成してください。 

 

 

２ ポスターのテーマについて 

 以下のテーマを参考にして、作成してください。 

① ２０歳になったら？（例 国民年金の加入） 

② 保険料が払えないときは？（例 保険料の免除、学特） 

③ もしもの時に支えてくれる年金って？（例 障害年金、遺族年金） 

④ 就職、転職、退職、起業するときは？（例 大事な届出） 

⑤ 老後の暮らしを考えてみると？（例 ねんきんネット、iDeCo） 

⑥ その他の手続き 

 

※ 募集テーマについては、「年金ポータル」で調べることができます。パソコンやス

マートフォンなどで下記のウェブサイトを検索してみてください。 

 https://www.mhlw.go.jp/nenkinportal/ 

 

 

３ 作品サイズ 

 必ずＡ４サイズの画用紙をタテ位置で使用してください。 

※ 必ずタテ位置で制作してください。ヨコ位置は審査対象外となります。 

 

 

４ 絵具 

 クレヨン、色鉛筆、サインペン、水彩絵の具、ポスターカラー、プリンターなど

自由です。 

 

 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/nenkinportal/
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５ 応募方法 

（１）作品の提出方法と締め切り 

令和元年１１月２２日（金）までに必要事項を記入し、下記の「年金広報コンテ

スト係」まで郵送してください（１１月２２日消印有効）。 

 

 郵送の場合 

〒100-8916 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

 厚生労働省年金局「年金広報コンテスト係」 まで 

 

  メール添付での送付の場合（10MBまで） 

  nenkincontest@mhlw.go.jp 

 

（２）必要事項 

必ず作品の裏に、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、職業

（学生の場合は学校名（ふりがな）、学年）、ニックネーム（公表時に使用希望の場

合）を書いてください。 

 

（３）注意事項 

・作品は折らずに送付してください。 

 ・メール添付の場合は、JPEGデータもしくはイラストレーター（アウトライン

済み）でお送りください。なお、メールサーバーの関係上、10MB以下のデー

タで作成するようにお願いします。 

 ・メール添付できないサイズの場合には DVDに記録し、上記の住所に送付するよ

うお願いします。 

画像データ形式：bmp,gif,jpg,jpeg,png,tif,tiff 
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■動画部門 

 

１ 募集の概要 

 年金は、若いときから保険料を納めて、将来、年を取ったりして働けなくなった

ときなどに年金を受け取る仕組みです。 

年金には、国が運営する公的年金（国民年金・厚生年金）と、企業単位で運営す

る企業年金、個人で加入する個人年金がありますが、これら年金を受け取ったこと

がなければ、年金の意義や大切さを実感しにくい面があります。年金の意義や大切

さを幅広い皆様に伝えるための動画を作成してください。 

 

２ 動画のテーマについて 

 年金をあまり知らない方を含め、誰にでも年金の意義や大切さが伝わり、感動や

共感を呼ぶことができるような、「年金が登場する」動画を作成してください。 

 

※ 年金の意義や仕組みなどについては、「年金ポータル」で調べることができます。

パソコンやスマートフォンなどで下記のウェブサイトを検索してみてください。 

 https://www.mhlw.go.jp/nenkinportal/ 

 

３ 作品の長さ 

 動画は、１０分間以内の長さにしてください。 

 

４ 応募方法 

（１）作品提出の締め切り 

令和元年１１月２２日（金）までに、YouTube の場合はＥメールで、CD/DVD の場

合には郵送で、応募してください。 

 YouTubeの場合 

  年金広報コンテスト係メールアドレス： nenkincontest@mhlw.go.jp 

 

 郵送の場合 

〒100-8916 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

 厚生労働省年金局「年金広報コンテスト係」 まで 

 

 

（２）作品の提出方法 

①作成した動画は、ご自身で YouTubeに限定公開設定でアップロードしてくださ

い。その際、「タイトル」欄には、応募作品名をご記入ください。 

 

②その動画の共有ＵＲＬと必要事項をＥメールに記入して、上記のメールアドレ

スに送付し、応募してください。 

https://www.mhlw.go.jp/nenkinportal/
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必要事項：郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、職業（学

生の場合は学校名（ふりがな）、学年）、ニックネーム（公表時に

使用希望の場合） 

 

③ 動画が「公開」設定されている場合には、コンテストの応募としての受け付け

はできません。くれぐれもご注意ください。 

④ 動画を郵送する場合には、ＤＶＤまたはＢＤに記録し、上記住所に送付するよ

うお願いします。 

郵送の場合の提出可能な動画形式：avi,mov,mpg,mpeg,gt,rm,mp4 
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■自由形式部門 

 

１ 募集の概要 

 年金広報は、若い世代の心に響く新しい発想を求めています。年金は、若いとき

から保険料を納めて、将来、年を取ったりして働けなくなったときなどに年金を受

け取る仕組みです。 

年金には、国が運営する公的年金（国民年金・厚生年金）と、企業単位で運営す

る企業年金、個人で加入する個人年金がありますが、これら年金を受け取ったこと

がなければ、年金の意義や大切さを実感しにくい面があります。 

あなたが、年金に加入していることの意義や大切さなどに気がついたきっかけ

（家族や友人の一言、専門家のアドバイスなど、何でも結構です）をもとに、周り

の方やその他の方々に、それを伝える方法を自由形式で提出してください。 

 

 

２ 作品の形式について 

本部門は自由形式です。 

自由形式とは、ポスター・動画以外の形式で、例えば作文、和歌・俳句・川柳、

写真、音楽、プレゼンテーション資料など表現方法は問いませんが、Ｅメールに添

付して提出できるものに限ります。 

 

 

３ 応募方法 

令和元年１１月２２日（金）までに、下記の必要事項を記載の上、「年金広報

コンテスト係」まで、作品を添付したＥメールを送付し、応募してください。 

年金広報コンテスト係メールアドレス： nenkincontest@mhlw.go.jp 

必要事項：郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、職業（学

生の場合は学校名（ふりがな）、学年）、ニックネーム（公表時に

使用希望の場合） 

  提出可能なデータ形式 

   画像：bmp,gif,jpg,jpeg,png,tif,tiff 

音声：asf,mid,midi,mp3,ra,ram,rmi,wav,wma  

動画：avi,mov,mpg,mpeg,gt,rm,mp4  

テキスト：html,txt,js,css  

その他：pdf,swf,zip  
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照会先 

厚生労働省年金局 「年金広報コンテスト係」 

電 話：03-5253-1111(内線 3316) 

メール：nenkincontest@mhlw.go.jp 


